


二築立申所頼朝公御陣所実正二御座候物見岡城二て可有之哉決定相知不申候

仙台領古城書上(1673-1680年） 仙台叢書版
註3

長命城 土手形有。 東鑑云。 国分井山 ・ 物見岡城卜伝。 北方イヤ沢原卜云所。頼朝卿陣場卜伝。

扇地紙形十間四方築立有。

奥羽観蹟聞老志(1719年） 佐久間洞巌

長命山城 在二上谷刈村二郷人日二長命山□東史噸凡謂国府中山物見 ／ 岡者是也 東史二日文治五年
ナカヤマモノ ミ

己酉八月十四日泰衡在二国府中山物見噌平令下小山朝政宗政朝光下河辺行平囲レ之泰衡先亡 ク 撃二

残党門而獲二四十余級 ノ 首ーフ築前坊良心者有二戦功ー館北ヲ 日二伊谷沢原且頼朝平車所也

封内名蹟志(1741年） 佐藤信要

長命山の城 （前略）郷人長命山といふ。 東史に所レ謂国府中山物見の岡と伝是也。（後略）

風土記御用書出(1774年）

長命館 右ハ綿戸太郎固秀仮城之由二御座候処右年号相知不申候一説東鑑二中山物見岡之城と

し申来候館5北二当て国分実沢村いや沢と申所二頼朝公御陣場之跡有之申候事

封内風土記(1780年） 田辺希文

古晶 ー。 号二長命館ー。 伝云綿戸太郎国秀砦也。

仙台名所聞書（製作年代不明 1695年頃といわれる） 著者不明

ー物見の岡と東鑑に有は、 杉山の台を伝となり。

一深沢の城長命館。 是は中山の北はすれ。（後略）

残月台本荒萩（製作年代不明 ］772-1780年頃といわれる） 著者不明

ー物見岡 堤出離れ。 七北田海道の東北の方。杉山台に押廻し大なる岡有是を物見の岡と言ふ。

（中略）案するに。 物見岡と言ふは今言ふ杉山台なるべし。（後略）

一深沢城 長命館とも言ふ。（中略）小城なれど能き要害の地也。（後略）

仙台鹿の子（製作年代不明） 著者不明

ー物見ヶ岡は仙台より七北田へ行く堤出はなれの街道よりは東にて右の方の山杉山の台へ押回

したる大岡なり。

ー長命ヶ館は中山の道を野村街道といふ其道を仙台より行けは中山の北はつれ右の方にある樟

木山より南へ当るなり。（後略）

大日本地名辞書(1900年） 吉田東1吾

（前略）此地の長命館跡を以て「国府中山 ・物見岡」と云えるも、 国府より黒川郡王造郡への往来

にあたらねば、 信け難し。 中山物見岡とは、 恐らくは、 利府の西北嶺ならん。（後略）

陸奥国古駅路考 歴史地理第3巻第6 号 (1901年） 大槻文彦
カミ ヤ ガリ

（前略）国府中山上物見岡は、今の宮城郡の上谷刈村に、中山とて、 大なる山林あり、 林中に、 長
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国分としているか、写本の際の誤りあるいは誤植であろうか。 『聞老志』 と 『名蹟志』 の記載方法

は極めて類似しており、後者は前者を参考にしていることが判る。

第3は、 『風土記御用書出』の記述を踏襲する見解であり、綿戸太郎国秀の仮城と扱っている。

『書出 』 の見解は、 『封内風土記』 ·『宮城郡誌』 · 『七北田村誌』 に受け継がれ、紫桃正隆も採用し

ている。

第4は、 『仙台名所聞書』
． 『残月台本荒萩』· 『 仙台鹿の子』·沼館愛三のグルー プで、長命館

と物見岡を別地点とする立場である。 『聞書』 · 『 荒萩 』 · 『鹿の子 』 の三者とも製作年代か明らか

でないか、いすれかか原本になっているものと考えられる。

第5は、長命館＝ 「 国府中山上物見岡」に疑問を抱く見解である。吉田東悟および泉館山高校

生徒会は、物見岡は利府説・小井川和夫は、考古学的立場から鎌倉初期までさかのぼることは

考えにくいとしている。

それでは吾妻鏡には、どの様に記載されているのであろうか。 文冶五(1189)年八月十四日の

条には、「泰衡在二玉造郡一之由風聞。亦国府中山上物見岡取 レ 陣之由。有二其告ー。稗亘二両舌ー。

雖二賢慮未レ決。 在二玉造一之儀。猶可レ然之間。自二多賀国府ー。 経二黒河ー。令し赴二彼郡哨合。然而

為 レ 尋二物見岡＿．。 小山兵衛尉朝政。 同五郎宗政。同七郎朝光。下河辺庄司行平等イ乃各馳二向件岡ー。

相囲之処。 大将軍者。 先之逐電。 其居所残二置幕許＿．。其内相留郎従四五十人雖二防戦ー。以二朝政。

行平等武勇ー。或稟首。或生虜。皆悉獲レ之。干 レ 時朝政云。 吾等者経二大道ー。於二先路ー可ー参会—

興。行平伝。 玉造郡合戦者。 可レ 為二継子一興。 早追可レ参二彼所一者。行平則揚 レ 鞭之間。 朝政等

相二具之ー云々。」と記載され、判り易く解説すれば、「泰衡は玉造郡にいるか国府中山上物見岡に

いるかわからない。そこで小山朝政・下河辺行平等が物見岡をたずねたが泰衡は既に逐電し郎

党か4~50人いただけであった。 鎌倉方は生どったり梨首した」という内容である。

吾妻鏡には、 『書出 』 にある 「 綿戸太郎国秀」は見い出せず、 綿戸太郎の仮城という説は後世に

なってつくられたものであることか判る。

註l 安永年間の 『風土記御用書出 上谷刈村』 の項には「中山御林」として 「 竪九丁横四丁 但東南国分荒巻西

国分実沢両村境」とある。

註2 『宮城県史Jによれは、 「仙台領古城書立之覚 」 は、 享保13年の写本てあるか原本は延宝5年のように思わ

れると扱われているため、 ここては近世資料の冒頭に置いた。

註3 『仙台領古城書上』に類似する資料に 『封内古城録 J がある。

註4 『伊達諸城の研究」は1981年の出版であるか、 著者の沼館氏は1950年に他界しているため『七北田村誌』 の

前においた。

(2) 国府中山上物見岡の擬定地 前項では長命館か吾妻鏡文治五年八月十四日の条に記載さ
れる 「国府中山上物見岡」と深く結びついて理解されてきたことを説明した。 物見岡の擬定地に
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第21図 国府中山上物見岡の擬定地
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地元上谷刈存住の本郷京雄氏所有の本郷家系図には、

1 （前略）

義成 同（古岡）三郎太郎 ，

沿承五年ヨリ源義経公二仕嬰J小I直城郡丸太沢長命館民

部左エ門養子卜成リ衣川合戦時討死 五十二歳

義政

義兼 分家

I 丸田沢郷分地此代始巾本郷氏卜名乗ぷ々也

兼氏

氏成 本郷右エ門尉

長命館家名役

（以下略）

（奥―山）天正十三年伊達政ぷ公箕州合戦所々館々落城此時長命館洛

城故家老役止而士．民］、成リ 右図四代前焼失ノ所今年相改
―

f

孫伝置者也

右改置者也

奥州宮城郡丸田沢郷

本郷四郎左エ門 （花押）

改之

慶長十九年正月元旦

と、 三ヶ所に 「長命館」 という記辿か認められる。 本郷家は、 多田源氏の流れを組み本郷義兼を

祖とする小領主であったか、 落制期には出仕せす帰農した家柏である。 系図には、 義成か 「長

命館lーり部左エ門養子」、氏成か「長命館家老役」 、 天正13(1585)年、 伊達政字により落城と記され

ているか、 慶長19(1614)年に書ぎ改められたことから 一 定の史料批判か必要である。

第1の 「長命館民部左エ門蛇—( ]、成リ衣川合戦時討死 」という記述については、長命館か平安末

から鎌倉初期に遡る確実な文献的あるいは名古学的資料かなく信憑性に欠けるものと判断した

い。 仮に長命館主かこの時期に館を構えていたとすれは、 長命館主は頼朝の直臣団とは異る古

代以来の地侍てある。 第2の氏成か「長命館家老役」てあったとする記述は、 鎌介中期に長命館

主か存在したとしても、 家老役を果していたとは名えられす系図を書き改めた際に近世的表現

方法を借用した結果と思われる。 第3の伊達政宗によって落城させられた件については、 伊達
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